
地域福祉年末年始配分事業
令和７年度

歳末やお正月行事等の経費に対し配分金を交付し、

子どもの居場所作り等を応援します！

前橋市内在住で、

子ども食堂を当該年度

１１月１日現在に

月に１回以上実施している団体

子ども食堂運営団体
１団体につき ５万円

配分金額配分対象

令和７年１０月２９日（水）から１１月２６日（水）

本事業は、予算額の範囲内での受付となります。申請数が予算額に達した

場合は、恐れ入りますが、受付を終了させていただくことがございますこ

とをあらかじめご了承ください。

当該年度１２月１日から

１月３１日の間に実施する歳末や

お正月など年末年始行事に係る経費

※詳細は別途事業要項をご確認ください。

別紙様式１に所定事項を記入し、前橋市社会福祉協議会にお申し込み下さい。

令和７年１２月中旬を予定

（受理後、通知をお送りします）

対象経費

申請方法

交付日

受付期間
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